
第４３号議案

品川区手数料条例の一部を改正する条例 

１．改正理由 

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律等の一部を改正する法律」が令和 4 年 6 月 17 日に公布され、建築基準法の一部改

正が令和 5 年 4 月 1 日に施行されたことに伴い、品川区手数料条例の改正を行う必要

があるため。  

２．改正内容〔別紙１-１～１-３〕 

（１）住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定制度の創設

（２）建築物の構造上やむを得ない場合における高さ制限に係る特例許可の

拡充

（３）一団地の総合的設計制度等の対象行為の拡充

３.改正する手数料〔別紙２〕 

（１）建築物の容積率の特例認定申請手数料  別表 21 の 2（P.1） 

（２）建築物の高さの特例許可申請手数料  別表 25 の 2（P.1） 

（３）高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 

別表 28 の 2（P.2） 

（４）一団地内において建築等をする1または2以上の構えを成す建築物の 

特例認定申請手数料    別表40  （P.2） 

  （５）一団地内において建築等をする 1または 2以上の構えを成す建築物の 

特例および敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さまたは 

容積率に関する特例許可申請手数料  別表 41 の 2（P.2） 

（６）公告対象区域内の建築物の新築または増築等認定申請手数料 

別表 42  （P.3） 

  （７）公告対象区域内の建築物の新築または増築等に関する特例許可申請 

手数料      別表 42 の 2（P.3） 

４．施行期日 

   本条例の公布の日。

建 設 委 員 会 資 料

令和 5 年 7 月３日

都 市 環 境 部 建 築 課



建築基準法の改正概要
（手数料条例見直しに係るもの）

①住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定制度の創設
〇住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等について容積率
緩和の手続きを合理化

別紙１-１
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②建築物の構造上やむを得ない場合における高さ制限に係る
特例許可の拡充

〇屋根の断熱改修や屋上への省エネ設備の設置等の省エネ改修等を円滑化

別紙１-２
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③一団地の総合的設計制度等の対象行為の拡充

〇一団地の総合設計制度・連坦建築物設計制度における対象行為を拡充

・道路側の既存建築物を前提として、
道路より奥側の建築物を改修する際、
連坦建築物の認定を受けることが
できれば、省エネ改修等が可能

・道路より奥側の建築物を含む複数の
建築物を改修する際、一団地の総合
的設計の認定を受けることができれば、
省エネ改修等が可能

別紙１-３
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品川区手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○品川区手数料条例 ○品川区手数料条例 

平成12年３月28日条例第５号 平成12年３月28日条例第５号

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

(５) 都市環境部関係 (５) 都市環境部関係 

事務 名称 金額 徴収時期 事務 名称 金額 徴収時期 

21の２ 建築基準法第

52条第6項第３号の

規定に基づく建築物

の容積率に関する特

例の認定の申請に対

する審査 

建築物の容積

率の特例認定

申請手数料 

28,000円認定申請の

とき。 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

25の２ 建築基準法第

55条第３項の規定に

基づく建築物の高さ

に関する特例の許可

の申請に対する審査

建築物の高さ

の特例許可申

請手数料 

160,000円許可申請の

とき。 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

26 建築基準法第55条

第４項各号の規定に

基づく建築物の高さ

の許可の申請に対す

る審査 

建築物の高さ

の許可申請手

数料 

160,000円許可申請の

とき。 

26 建築基準法第55条

第３項各号の規定に

基づく建築物の高さ

の許可の申請に対す

る審査 

建築物の高さ

の許可申請手

数料 

160,000円許可申請の

とき。 

28の２ 建築基準法第

58条第２項の規定に

基づく建築物の高さ

に関する特例の許可

の申請に対する審査

高度地区にお

ける建築物の

高さの特例許

可申請手数料 

160,000円許可申請の

とき。 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

別紙２別紙２
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改正後 改正前 

40 建築基準法第86条

第１項の規定に基づ

く一の敷地とみなす

こと等による制限の

緩和に係る特例の認

定の申請に対する審

査 

一団地内にお

いて建築等を

する１または

２以上の構え

を成す建築物

の特例認定申

請手数料 

建築物の数が１ま

たは２である場合

にあっては82,000

円、建築物の数が

３以上である場合

にあっては82,000

円に２を超える建

築物の数に29,000

円を乗じて得た額

を加算した額 

認定申請の

とき。 

40 建築基準法第86条

第１項の規定に基づ

く一の敷地とみなす

こと等による制限の

緩和に係る特例の認

定の申請に対する審

査 

一団地内に建

築される１ま

たは２以上の

構えを成す建

築物の特例認

定申請手数料 

建築物の数が１ま

たは２である場合

にあっては82,000

円、建築物の数が

３以上である場合

にあっては82,000

円に２を超える建

築物の数に29,000

円を乗じて得た額

を加算した額 

認定申請の

とき。 

41の２ 建築基準法第

86条第３項の規定に

基づく一の敷地とみ

なすこと等による制

限の緩和に係る特例

の許可の申請に対す

る審査 

一団地内にお

いて建築等を

する１または

２以上の構え

を成す建築物

の特例および

敷地内に広い

空地を有する

建築物の各部

分の高さまた

は容積率に関

する特例許可

申請手数料 

建築物の数が１ま

たは２である場合

にあっては

238,000円、建築物

の数が３以上であ

る場合にあっては

238,000円に２を

超える建築物の数

に29,000円を乗じ

て得た額を加算し

た額 

許可申請の

とき。 

41の２ 建築基準法第

86条第３項の規定に

基づく一の敷地とみ

なすこと等による制

限の緩和に係る特例

の許可の申請に対す

る審査 

一団地内に建

築される１ま

たは２以上の

構えを成す建

築物の特例お

よび敷地内に

広い空地を有

する建築物の

各部分の高さ

または容積率

に関する特例

許可申請手数

料 

建築物の数が１ま

たは２である場合

にあっては

238,000円、建築物

の数が３以上であ

る場合にあっては

238,000円に２を

超える建築物の数

に29,000円を乗じ

て得た額を加算し

た額 

許可申請の

とき。 

42 建築基準法第86条

の２第１項の規定に

基づく建築物の新築

または増築等の認定

の申請に対する審査

公告対象区域

内の建築物の

新築または増

築等の認定申

請手数料 

建築物の数が１で

ある場合にあって

は82,000円、建築

物の数が２以上で

ある場合にあって

認定申請の

とき。 

42 建築基準法第86条

の２第１項の規定に

基づく一敷地内認定

建築物以外の建築物

の建築の認定の申請

一敷地内認定

建築物以外の

建築物の建築

認定申請手数

料 

建築物（一敷地内

認定建築物を除

く。以下この項に

おいて同じ。）の

数が１である場合

認定申請の

とき。 
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改正後 改正前 

は82,000円に１を

超える建築物の数

に29,000円を乗じ

て得た額を加算し

た額 

に対する審査 にあっては82,000

円、建築物の数が

２以上である場合

にあっては82,000

円に１を超える建

築物の数に29,000

円を乗じて得た額

を加算した額 

42の２ 建築基準法第

86条の２第２項また

は第３項の規定に基

づく建築物の新築ま

たは増築等に関する

特例の許可の申請に

対する審査 

公告対象区域

内の建築物の

新築または増

築等に関する

特例許可申請

手数料 

建築物の数が１で

ある場合にあって

は238,000円、建築

物の数が２以上で

ある場合にあって

は238,000円に１

を超える建築物の

数に29,000円を乗

じて得た額を加算

した額 

許可申請の

とき。 

42の２ 建築基準法第

86条の２第２項また

は第３項の規定に基

づく一敷地内認定建

築物または一敷地内

許可建築物以外の建

築物の建築に関する

特例の許可の申請に

対する審査 

一敷地内認定

建築物または

一敷地内許可

建築物以外の

建築物の建築

に関する特例

許可申請手数

料 

建築物（一敷地内

認定建築物または

一敷地内許可建築

物を除く。以下こ

の項において同

じ。）の数が１で

ある場合にあって

は238,000円、建築

物の数が２以上で

ある場合にあって

は238,000円に１

を超える建築物の

数に29,000円を乗

じて得た額を加算

した額 

許可申請の

とき。 

付則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


